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令和４年度 目黒区立学校におけるいじめの状況について 

１ いじめの定義 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じ

ているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

「令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省から） 

 

２ いじめの状況 

（１）対象期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 （２）対象 

   ア 法令上のいじめ 

好意で行った言動、意図せずに行った言動、衝動的に行った言動、及び故意で  

行った言動を含むいじめを受けた児童・生徒 

   イ 社会通念上のいじめ 

法令上のいじめのうち、故意で行った言動によるいじめを受けた児童・生徒 

 （３）いじめの認知件数及び学年別内訳（単位：件） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

小

学

校 

令 和 4 年度  

法令上のいじめ １５２ １４９ １４２ ８２ ９５ ６５ ６８５ 

 
社会通念上の 
いじめ 

７ ３ ８ １１ ７ １０ ４６ 

令和 3 年度 

法令上のいじめ １５０ １１８ ８８ １０２ ９２ ８６ ６３６ 

 
社会通念上の 
いじめ 

１ ３ １ ８ １０ ８ ３１ 

令和 2 年度 

法令上のいじめ ８８ ９７ ７４ １０２ ７７ ９０ ５２８ 

 
社会通念上の 
いじめ 

１ ２ ７ ３ ９ １５ ３７  

中

学

校 

令 和 4 年度 

法令上のいじめ ４０ ２７ ６ 

 

７３ 

 社会通念上の 
いじめ ２ １ １ ４ 

令和 3 年度 

法令上のいじめ ５２  ２１ １３  

 

８６ 

 社会通念上の 
いじめ 

０ １ １ ２ 

令 和 2 年 度 

法令上のいじめ  ２０ １７ １８ 

 

５５ 

 
社会通念上の 
いじめ 

０  ２ ０ ２ 
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（４）年間のいじめの認知（発生）率の推移（１,０００人当たりの認知件数）（単位：件） 

 
年度 

目黒区（公立） 全国 

（国公私立） 法令上のいじめ 社会通念上のいじめ 

小

学

校 

令和４年度    ６６．９    ４．５  

令和３年度 ６２．２ ３．０ ７９・９ 

令和２年度 ５２．７ ３．７ ６６．５ 

中

学

校 

令和４年度    ２５．６    １．４  

令和３年度 ３０．８ ０．７ ３０．０ 

令和２年度 １９．９    ０．７ ２４．９ 

 

（ア）小学校のいじめの認知（発生）率の推移 （イ）中学校のいじめの認知（発生）率の推移 

（単位：件）                （単位：件） 

 

（５）いじめ発見の端緒（単位：件 単回答）         （ ）内は前年度の件数 

 小学校 中学校 合 計 

学
校
の
教
職
員
等
が
発
見 

ア 学級担任が 

発見 

法令上のいじめ ７５（５４） ４（１１） ７９（６５） 

 社会通念上の 

いじめ 
３（０） ０（１） ３（１） 

イ 他の教職員が 

発見 

法令上のいじめ １３（１１） ４（１０） １７（２１） 

 社会通念上の 

いじめ 
２（２） ０（０） ２（２） 

ウ 養護教諭が 

発見 

法令上のいじめ ０（１） ０（０） ０（１） 

 社会通念上の 

いじめ 
０（１） ０（０） ０（１） 

エ ＳＣ等外部相

談員が発見 

法令上のいじめ ０（０） ０（０） ０（０） 

 社会通念上の 

いじめ 
０（０） ０（０） ０（０） 

オ アンケート 

調査など学校

の取組 

法令上のいじめ ２ １ ３ （ １ ９ ５ ） １４（９） ２ ２ ７ （ ２ ０ ４ ）  

 社会通念上の 

いじめ 
１（０） ０（０） １（０） 
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学
校
の
教
職
員
以
外
の
情
報
に
よ
り
発
見 

カ 本人からの 

訴え 

法令上のいじめ １ ８ ３ （ １ ７ ３ ） ３６（３３） ２ １ ９ （ ２ ０ ６ ） 

 社会通念上の 

いじめ 
９（５） ２（１） １１（６）  

キ  本人の保護者

からの訴え 

法令上のいじめ １ ４ ８ （ １ ６ ５ ） １２（１３） １ ６ ０ （ １ ７ ８ ） 

 社会通念上の 

いじめ 
２９（２３） ２（０） ３１（２３） 

ク 他の児童・生徒

からの情報 

法令上のいじめ ５５（３７） ３（１０） ５８（４７） 

 社会通念上の 

いじめ 
２（０） ０（０） ２（０） 

ケ 本人以外の 

児童・生徒の 

保護者 

法令上のいじめ ０（０） ０（０） ０（０） 

 
社会通念上の 

いじめ 
０（０） ０（０） ０（０） 

コ 住民からの 

情報 

法令上のいじめ ０（０） ０（０） ０（０） 

 
社会通念上の 

いじめ 
０（０） ０（０） ０（０） 

サ 学校以外の 

関係機関 

法令上のいじめ ０（０） ０（０） ０（０） 

 
社会通念上の 

いじめ 
０（０） ０（０） ０（０） 

シ  その他 

法令上のいじめ ０（０） ０（０） ０（０） 

 社会通念上の 

いじめ 
０（０） ０（０） ０（０） 

計 

法令上のいじめ ６８５（636） ７３（８６） ７５８（722） 

 社会通念上の 

いじめ 
４６（３１） ４（２） ５０（３３） 

（６）いじめられた児童・生徒のその後の状況（単位：件） 

 小学校 中学校 合 計 

① いじめが解消しているもの 
法令上のいじめ ５９０（516） ５５（７７） ６４５(593) 

 
社会通念上 
のいじめ 

２７（１４） ２（１） ２９（１５） 

② 解消に向けて取り組み中 
法令上のいじめ ９３（120） １８（９） １１１（129） 

 
社会通念上 
のいじめ 

１７（１７） ２（１） １９（１８） 

③   
他校
へ転
学 

いじめによるもの 
法令上のいじめ １（０） ０（０） １（０） 

 
社会通念上 
のいじめ 

１（０） ０（０） １（０） 

家庭の事情によるもの 
法令上のいじめ １（０） ０（０） １（０） 

 
社会通念上 
のいじめ 

１（０） ０（０） １（０） 

計 
法令上のいじめ ６８５（636） ７３（８６） ７５８（722） 

 社会通念上 
のいじめ 

４６（３１） ４（２） ５０（３３） 
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  ※いじめが「解消している」状態とは次の２つの要件が少なくとも満たされている必
要がある。 

   ①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも３か月続いていること。 
   ②被害児童・生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

 

３ いじめに関する児童・生徒の記録（個票）による社会通念上のいじめの状況 

（１） いじめの態様（単位：件 複数回答） 

 小  学  校 中  学  校 

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

① 冷やかしやからかい、悪

口や脅し文句、いやなこ

とを言われる 

２８ ２７ ２３ １ ２ ２ 

② 仲間はずれ、集団による

無視をされる 
８ ４ ６ ０ ０ ０ 

③ 軽くぶつかられたり、遊

ぶふりをして、蹴られた

りする 

１２ ７ ７ ０ １ ０ 

④ ひどくぶつかられたり、

叩かれたり、蹴られたり

する 

８ １ ３ ０ ０ ０ 

⑤ 金品をたかられる １ ０ １ ０ ０ ０ 

⑥ 金品を隠されたり、盗ま

れたり、壊されたり、捨

てられたりする 

５ １ ５ ０ ０ ０ 

⑦ いやなことや恥ずかし

いこと、危険なことをさ

れたり、させられたりす

る 

９ ８ ７ ２ ０ ０ 

⑧ パソコンや携帯電話等

で、誹謗中傷やいやなこ

とをされる 

２ ２ ０ ２ ０ ０ 

⑨ その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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（２） いじめられた児童・生徒への特別な対応状況（単位：件 複数回答）（ ）内は前年度の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） いじめる児童・生徒への特別な対応状況（単位：件 複数回答）（ ）内は前年度の件数 

区 分 小学校 中学校 合 計 

① ＳＣ等の相談員によるカウンセリング ２（２） ０（０）  ２（２） 

② 校長・副校長による指導 １１（10） ０（０） １１（１０） 

③ 別室指導（授業等を行う） ３（０） ０（０） ３（０） 

④ 学級替え等 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑤ 転学 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑥ 出席停止 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑦ 訓告 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑧ 保護者への報告 ４０（26） ４（１） ４４（２７） 

⑨ いじめられた児童・生徒、保護者への謝罪の指

導 
４４（18） ４（０） ４８（１８） 

関
係
機
関
等
と
の
連
携 

⑩ 警察 １（０） ０（０） １（０） 

⑪ 児童相談所 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑫ 医療機関 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑬ その他専門機関 ０（０） ０（０） ０（０） 

⑭ 地域の人材 ０（０） ０（０） ０（０） 

 

４ 令和５年度 目黒区におけるいじめの防止等に関する取組（予定） 

  別紙１のとおり 

 

区 分 小学校 中学校 合 計 

① ＳＣ等の相談員による継続的なカウンセリング ８（８） １（１）  ９（９） 

② 別室の提供や教職員が常時付き添い安全確保 １８（12） １（０） １９（１２） 

③ 緊急的な避難措置による欠席 ０（０） ０（０） ０（０） 

④ 学級担任や他の教職員による家庭訪問 １（２） ０（０） １（２） 

⑤ 学級替え ０（０） ０（０） ０（０） 

⑥ 教育委員会と連携した対応 ３（９） ０（０） ３（９） 

⑦ 児童相談所等の関係機関と連携した対応 １（０） １（０） ２（０） 
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５ 今後の予定 

令和５年６月２日（金）合同校・園長会に課題を周知 

 

 

以 上 

 



 
 
 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

目
黒
区
・
教
育
委
員
会 

            

 

 

 

開
発
的 

指
導 

            

未
然
防
止(

予
防
的
指
導) 

            

 

 

早
期
発
見 

            

早
期
対
応 

            

 

そ
の
他 

 
 

 

●目黒区児童･生徒の情報端末等の 
使用に関する指針(令和３年 12月) 

 ◆目黒区児童･生徒の携帯電話等の
使用に関する指針を改訂 

 
 
  

令和５年度 目黒区におけるいじめの防止等に関する取組（予定） 

●スクールカウンセラーの派遣 
①都費スクールカウンセラー 

  ･年間 38 回 
  ･全区立小･中学校へ派遣 
②区費スクールカウンセラー 

  ･毎週定例曜日/通年 
  ･全区立小･中学校へ派遣 
  ･全園へ派遣 

●学校いじめ防止基本方針の改訂及び学校
ホームページへの掲載 
◆毎年、学校いじめ防止基本方針内容の

検証・改善、次年度に向けた改訂 
◆学校いじめ対策委員会の設置 
◆学校サポートチームの設置 
◆いじめの未然防止･早期発見･早期対応 
◆ネット上のいじめの対応 他 

●スクールソーシャルワーカー
の派遣 

（令和２年度から４名体制） 
 ①児童･生徒の家庭環境への

働きかけ 
 ②関係機関との連携を構築 
 ③ケース会議を通じたチーム

体制の構築 

 

●相談窓口 
 めぐろ学校サポートセンター

(電話教育相談) 

3710-6770 

 めぐろ はあと ねっと 

 (子ども電話相談) 

0120-324-810 

 

●重大事態への対応 
 ◆重大事態発生について都を通して国に報告 
 ◆学校いじめ対策委員会開催 

 ◆拡大学校いじめ対策委員会開催 

 ◆いじめ問題緊急対策本部設置 

 ◆目黒区教委いじめ問題対策委員会開催 

 ◆目黒区いじめ問題再調査委員会開催 

 ◆生命等にかかわる重大事態発生時の対応訓練（全校実施） 

[いじめ無記名ｱﾝｹｰﾄ報告] 

教育施策説明会（秋） 

目黒区 
いじめ問題対策連絡協議会 

 

「STOP！いじめ私の行動宣言」 
「いじめ防止啓発ポスター」を通年で校内に掲示 

SC による児童･生徒全員面接

（小 5･中 1)夏季休業前に実施 

ふれあい(いじめ防止) 
月間〔第 1 回〕【都】 

ふれあい(いじめ防止) 
月間〔第 2 回〕【都】 

(小)(中)夏季休業 
7 月中個人面談 

児
童
生
徒
の
問
題
行
動
等
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調
査 

●いじめをしない、させない、見過ごさない意識づくり 

●いじめが発生した場合の素早い発見 

●いじめを発見した場合の解決に向けた素早い取組 

いじめ記名式 
アンケート 
(小 1～中 3) 

いじめ記名式 
アンケート 
(小 1～中 3) 

いじめ無記名式 
アンケート 

(小１～中 3) 

     
対話による 

指導 特別活動 部活動 
自尊感情や自己肯定感をはぐくむ、受容的、
共感的な対話による指導の推進『目黒区体
罰等根絶マニュアル』(令和３年３月) 

【内容項目】思いやり 友情 感謝  
⇒ふれあい月間における必須の取組 

【内容項目】生命尊重 

学級活動 児童・生徒会活動 クラブ活動 
学校行事：音楽鑑賞教室 連合音楽会  
中学校連合体育大会 自然宿泊体験教室 

●学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養 
●スポーツや文化、科学等への親しみ 

教師と児童･生徒の信頼関係の構築                       児童･生徒同士の豊かな人間関係の醸成 

 

●いじめを生み出さないための豊かな人間関係づくり 

●いじめの防止等のための組織の設置 

●いじめの状況やいじめの防止等に関する取組の報告 

教育委員会への報告 

区民への説明 

[いじめの 

状況(R４)] 
[子ども会議予定] [子ども会議報告] 

教育施策説明会（春） 

目黒区教育委員会 
いじめ問題対策委員会 

目黒区 
いじめ問題対策連絡協議会 

 

よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート（全校実施） 

目黒区教育委員会 
いじめ問題対策委員会 

学級ごとのいじめ把
握・報告票の作成及
び提出  3/25 現在 

「STOP!いじめ私の
行動宣言」を作成 

いじめに関する個票
の作成及び提出 

6/30 現在 

いじめに関する個票
の作成及び提出 

9/29 現在 

いじめに関する個票
の作成及び提出 

12/25 現在 

いじめに関する個票
の作成及び提出 

3/25 現在 

故意で行った言動によるいじめが発生した時点で個票を作成する。 

 

学級ごとのいじめ把
握・報告票の作成及
び提出  6/30 現在 

学級ごとのいじめ把
握・報告票の作成及
び提出  9/29 現在 

学級ごとのいじめ把
握・報告票の作成及
び提出 12/25 現在 

連続７日以上欠席した場合かつ欠席が累計３０日に至る前に学校から教育指導課
へ報告する。 
好意で行った言動、意図せずに行った言動、衝動的に行った言動、 
及び故意で行った言動によるいじめが発生した時点で報告票に記載する。 
 

 

道徳科 

教員研修冊子「目黒区立学校・園 いじめ問題対策」 
校内研修で年３回活用 

別紙１ 【令和５年５月３１日時点】 

 

 [いじめの状況(R５前期)] 

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議 
R4.11/4～12/22 ※R４年度実績 

●関連条例 
目黒区子ども条例 第12条① 

「子どもは、自分にかかわりのあることについて意見を

述べたり、仲間をつくったり、様々な活動に参加した

りする権利が尊重されなければなりません。」 
目黒区いじめ防止推進条例 第4条② 

「児童等は、他の児童等とともに主体的に、いじめの防

止等に努めるものとする。」 

体罰の実態把握 
アンケート 

（小１～中３） 

目黒区教育委員会 
いじめ問題対策委員会 

●関係諸機関との連携 
 ◆警察との連携 
 ◆少年サポートセンターとの連携 
 ◆スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーをはじめ、医療機
関等との連携 

 ◆子ども家庭支援センター、児童相談
所との連携 

 
 
 
  




